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違法・有害情報相談センター（総務省支援事業）
https://www.ihaho.jp/
その他の相談窓口
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/hiboutyusyou.html

氏名、住所などの無断公開、自分の写真の無許可の掲載など、インターネット上での
違法・有害なトラブルに巻き込まれたときは、専門の相談窓口に連絡しましょう。

肖像権とは

SNS投稿編 ～肖像権と写真投稿時の注意～

自分以外の人が写っている写真を公開するときは、たとえ家族であっても許可が必
要です。公開してもよいか事前に確認したり、個人が特定できないように工夫した
りして、他人の肖像権に配慮しましょう。

デジタル画像は、小さな画像でも拡大して、そこに写り込んだ様々な情報が読み取れ
てしまいます。一度公開したものは、誰にでも見られてしまい、消去することも難しい
です。 犯罪に巻き込まれる危険もあるので、住所、氏名、生年月日などの個人を特定す
る情報や、行動・生活圏を特定する情報（最寄り駅・住所表示のある電柱など）が写っ
ていないかを十分に確認しましょう。

自分の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写
真や映像を勝手に公表されたりしない権利のこと

はがき、カレンダーなどの掲示物･･･
個人が特定される情報はないか？

写真を投稿する時に注意すること
❶肖像権への配慮

❷情報漏洩のリスク

※写真を撮影・公開する時は位置情報をオフに設定しましょう。


